
 

※代理人入札を行う場合の「入札書、委任状」の記入の注意事項※ 

委任した場合は、社印や代表者印を押印しない
こと。代表者印を押印すると入札無効となるの
で特に注意。 

入札日を記載 

ボールペンで手書き記入 
（又はゴム印押印）します。 

月当たりの経費額を税抜きで書くこと。 
アラビア数字で記載のこと。 

鉛筆書き不可。ボールペンで書いてください 

入札書（見積書）は、配布する者を使用すること。 

代理人個人印、代理人個人印の印影が
一致すること。シャチハタ不可 

社印 

通常は、入札日を記載。ただ 
し、入札参加を認められた日 
から入札日の範囲なら可。 

愛媛県の入札参加資格で登録し 
た「住所」、「商号又は名称」、「代 
表者氏名」と一致すること。 

代表者印 代理人の自宅住所又は勤務先住所 

代理人の住所、氏名は、 
ボールペンによる手書き、ゴム印、 
いすれでもかまいません。 

（注意）代理人に委任する場合は、 
委任状は１回目の入札を行う前に、 
提出が必要となります。 

（入札当日の持参物の例示） 

・代理人の印鑑 

・朱肉 

・ボールペン 

・委任状 

・委任状のコピー 

 

必要に応じて 

・電卓 

・事業者の住所・商号・代表者名がセッ

トになったゴム印 

・スタンプ台など 


